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オーストラリアにおける若者の

｢学校から仕事への移行」支援の現状と課題(Ⅱ）

｢移行」プ□セスの変容と政策的対応の枠組み－

法政大学キャリアデザイン学部教授児美川孝一郎

１本論文の課題 しているのは、人類がいまだかって経験したこと

のない「新しい経験」である。Ｗｈｙ＆White

(1997;ｐ94）も指摘するように、そもそも若者の

｢移行（transition)」という概念に対して、社会的

(あるいは研究的）な関心が集まるようになった

のは、若者が大人になるプロセスについての安定

的で「伝統的な経路（pathway)」がもはや壊れ

てしまったという状況に対応するものにほかなら

ないからである。

さて、本稿が考察の対象とするオーストラリア

は、欧米諸国と同様に、早く（1970年代末）か

ら、こうした若者の「移行」危機に直面した国の

うちの一つである。当然、その後の30年ほどの

間、若者たちの「学校から仕事への移行」あるい

は「大人（adulthood）への移行」を支援するた

めの政策的、社会的対応が図られてきたという経

緯がある。そうしたオーストラリア社会における

｢学校から仕事への移行」支援の現状、「移行」危

機に対応して実施された諸政策・施策の成果や残

された課題等について明らかにすることは、これ

らの国々よりは遅れて（1990年代後半以降)、若

者と雇用をめぐる同様の状況に直面することにな

った日本の現実一一若者たちの現状と教育・雇用

をめぐる状況一を考える際にも大いに示唆を与

えてくれるものであろう。

本稿は、オーストラリアにおける若者の「学校

から仕事への移行」支援の現状と課題を明らかに

しようとする、多少とも中・長期的な見通しを持

った継続的な研究課題への取り組みの第一歩であ

(1)課題設定

「労働市場のブラジル化（Brazilianisation)」と

いうメタファーがある。「臨時的で不安定な雇用、

(雇用の）非継続,性と非定型`性が、第二次大戦後

の30年間はずっと“完全雇用の要塞”であった

"先進諸国”の労働市場に広がってきたこと」

(Beck2000;ｐｌ）を指して、ドイツの社会学者ベ

ックが名づけたものである。『危険社会』（Beck

l986）の著者としても名高い彼に言わせれば、こ

うした変化は、「前近代の遺物でも、女性の労働

市場にのみ見られる特徴」でもない。本質的に、

現代社会が「``労働社会"から“リスク社会"へと

変容したことを示す根本的な特徴」（Beck200d

pp2-3）であるとされるのである。

ベックのひそみに倣って言えば、日本を含む先

進諸国における若者の「学校から仕事への移行

(schooltoworktransition)」の困難化、若年労

働市場の不安定化という状況（Ｃｆ労働政策研究・

研修機構2004a、白川2005、ＯＥＣＤ2006,児美

川2007、など）は、けっして景気後退期における

一過性の現象として捉えられるべきものではな

い。「若者たちの移行のブラジル化」（Furlong＆

Kelly2005）は、ポスト産業社会化やグローバリ

ゼーションの進行といった社会構造変化を与件と

した、将来的に持続する新たな事態の到来である

と捉えられる必要があるのである。

この意味で、今日の先進諸国の若者たちが直面
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る。最終的には、学校教育の内外における若者の

｢移行」支援の政策と実践について、具体的な分

析・考察を行うことを企図しているが、本稿にお

いては、まずはオーストラリア社会における若者

の「移行」プロセスの変容と現状の全体像を明ら

かにし、それに対する政策的支援の枠組みをどう

理解し、評価すべきかについて、若干の考察を試

みることにしたい。

なかで、多くの行政サービスと並んで、職業紹介

事業を完全に民営化してしまった（1998年～）の

も、まさにこの国なのである（Cf・経済企画庁

2000;第２章３節)。

政治・経済・社会・文化的背景や文脈の違いに

即して、ていねいに検討される必要はあるが、こ

うしたオーストラリアにおける若者の「学校から

仕事への移行」プロセス、および「移行」支援の

取り組み現状と課題を分析することは、今日の日

本の若者政策と支援の現状と今後を考えるために

も、研究成果の待たれるところであろう。

なお、教育研究の領域について見ても、オース

トラリアの教育についての研究成果は、手薄であ

ると言わざるをえない。国際青少年育成振興財団

(1990）や石附・笹森編（2001）等、この国の教

育全般について扱った概説書・研究書は、ごくわ

ずかにしか見当たらない。オーストラリア教育へ

の主要な研究関心は、この国の教育の特徴ともな

っている、①多文化主義教育、②アポリジニやト

レス海峡島喚民などのマイノリティの教育、③遠

隔地教育、④日本語教育、といったテーマ領域に

ほぼ集中してきたように見える。

さすがに、1980年代以降に展開されたオースト

ラリアの教育改革は、英米やＥＵ諸国等とも共通

の課題意識のもとに展開されてきたものであり、

最近では、⑤ICT（informationcommunication

technology）教育の動向をフォローする研究や、

⑥一元化された高等教育システム（Cf・杉本

2004)、⑦自律的学校経営の展開（Ｃｆ佐藤2007）

等についての本格的な研究も登場してきている。

しかし、若者の「学校から仕事への移行」プロセ

スに焦点を当てる本稿の関心に応えるような－

中等教育機関やTＡＦＦ（TechnicalandFurther

EducationCollege;技術・継続教育カレッジ）に

おけるＶＥＴ（VocationalEducationandTrain‐

ing；職業教育訓練)、キャリア教育等一につい

ての諸研究は、伊井（2004）など、ごく一部に限

られているのが現状であろう。

(2)先行研究の状況

国内における先行研究の状況について、簡単に

触れておこう。

近年、中野（2002)、日本労働研究機構(2003a、

2003b)、寺田（2004)、労働政策研究・研修機構

(2004b、2005a）等に代表されるように、諸外国

における若年者就業支援や「学校から仕事への移

行」支援の現状や政策的枠組みについての調査・

研究が、精力的に取り組まれるようになってきた。

こうした研究の多くが、日本との比較研究を志向

していることからもわかるように、ここ数年にお

ける若者の「移行」支援についての諸外国の事例

研究の隆盛は、言うまでもなくフリーター・ニー

ト問題に象徴される、国内における若年就業をめ

ぐる状況の社会問題化を背景としたものである。

ただし、こうした事例研究においては、英米あ

るいはＥＵ諸国を取り上げたものが圧倒的であ

り、オーストラリアを主要な対象として取り上げ

た本格的な研究は、管見の限りでは、ほとんど存

在しない。

オーストラリアは、戦後、「白豪主義（White

AustralianPolicy)」から「多文化主義（multL

culturalism)」へと、国としての基本的なあり方

を大きく転換したが、いまだに英国流の文化や社

会制度・`慣行・伝統等の影響を、少なからず残し

ているところもある。教育システムや職業訓練制

度も、その例外ではない。若年層の「移行」危機

に際して取り組まれた諸施策も、英米やＥＵ諸国

と課題意識を共有するものが多いが、他方では、

独自の取り組みの蓄積も年数を重ねてきている。

1980年代以降の新自由主義的な社会改革の進行の

４ 
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オーストラリアにおける若者の「学校から仕事への移行」支援の現状と課題（１）

２若者の移行をめぐる状況 システムと職業訓練制度についても、概要を押さ

えておくことにしたい。

まずは、オーストラリアにおける若者の「学校

から仕事への移行」状況を概観しておこう。便宜

上、以下では、およそ1970年代まで安定的に続い

た戦後のオーストラリア社会における若者の「移

行」パターンについて確認したうえで（第１節)、

それが、1980年代以降において、どのように変化

してきたのかを見ていくことにする（第２節)。

【オーストラリアの学校体系】

下図は、オーストラリアにおける現行の学校制

度体系を図式化したものである。周知のようにオ

ーストラリアは、６つの州と２つの直轄区（首都

特別地域、北部準州）からなる連邦国家である。

教育に関しては、伝統的に地方政府（州および直

轄区）による管轄とされてきたため、学校制度の

体系も、州ごとに若干の違いがある。

しかし、小学校への準備学級を経た後、６年

(ないし７年）の初等教育、６年（ないし５年）

と中等教育が続き、さらに学習を継続する者が大

学・大学院へと進学する（職業教育訓練を受ける

(1)1970年代までの「学校から仕事への

移行」パターン

以下ではまず、オーストラリアにおける若者た

ちの伝統的な「学校から仕事への移行」パターン

について見ていく。必要な範囲で、この国の教育

(歳） ！
 

匝準1肩学級＋１～６年、中･高板

計叩i2t

］Ｉ 

５ 
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者がVETに入学する）という基本的な階梯には違

いがない。準備学級を除いて15歳まで（タスマニ

ア州のみは、１６歳）が義務教育期間と定められて

おり、中等教育の第10学年までが前期中等教育で

ある。後期中等教育にあたる第１l～12学年は、通

常は進学準備コースとして、生徒は、大学進学の

際の選抜資料となる後期中等教育修了試験のため

の学習に従事する。近年では中等教育改革の結果、

この第11～12学年に、職業教育訓練（VET）のコ

ースを設けている学校も存在している。

中等教育修了後に進学する教育機関としては、

大学・大学院の他に、技術・継続教育カレッジ

(TAFE）をはじめとする、ＶＥＴのための教育訓

練機関がある（TAFEには、第10学年終了後から

進学することもできる)。

なお、1995年以降は、大学・大学院で取得する

学位および資格とＴＡＦＥ等で取得する諸資格を等

級化し、相互比較を可能にするための統合的な全

国システムとして、「オーストラリア資格フレー

ムワーク」（AustralianQualificationsFrame‐

work）が定められている。現在、認められてい

る諸資格は､以下のとおりである(cfhttp:〃www・

aqfeduau/)。

②従来、アカデミックな高等教育セクターのみ

に社会的威信が偏る傾向があったが、職業教

育機関にも同等の社会的地位を付与すること

③｢ポスト産業社会」化と２１世紀型の「知識基

盤社会」の到来に備えて、義務教育後の進学

率をあげること

等をねらいとした政策的意図が存在していたと

理解することができるだろう。

【後期中等教育への残留率】

以上の点についての理解を前提として、1970年

代までのオーストラリアの若者の「学校から仕事

への移行」プロセスの特徴を挙げれば、まず何よ

りも、義務教育終了後、後期中等教育（第１１～１２

学年）に残留する者の割合の低さを指摘すること

ができる。

統計的に見れば、1970年代を通じて、オースト

ラリアの生徒の後期中等教育への残留率は、ずっ

と３割代にとどまってきた。これが、６～７割代

への上昇するのは、下表のように、ようやく1990

年代に入ってからである（ＤＥＴＹＡ２０００ｃｆ

ＭＣＥＥＴＹＡ１９９７)。

学校セクターVETセクター高等教育セクター 第12学年への残留率

１９８０８２８４８６８８１９９０９２９４９６９８ 

１２年生３４５３６３４５０４８７５７６６４０７７１７９９７１３７１６

(※第12学年の在籍者数／第10学年の在箱者数で計算）

残留率を押し上げたのは、伊井（2004）も指摘

するように、下表のような若者の失業率の高さを

背景として、1980年代以降、連邦政府および地方

政府が、義務教育終了後の若者の後期中等教育へ

の残留率を高め、大学進学あるいは職業訓練機関

への進学を奨励する政策を継続的にすすめてきた

ことの帰結にほかならない（この点については、

第２章で後述する)。

逆に、1970年代までの後期中等教育への残留率

が、低い水準にとどまってきたのは、Ｋeating

(2006；ｐ60）の端的な整理によれば、

(※degree＝号、diploma＝修了、certincate＝資格、と訳してある｡）

こうしたフレームワークを設定したのは、

①義務教育終了後に学習を継続する者にとっ

て、教育・訓練機関での学習内容を選ぶ基準

を提供し、同時に転学や再入学等の便宜をは

かること

６ 

学校セクター VETセクター 高等教育セクター

後期中等教育卒業資格

職業修了証書

職業卒業資格

上級修了証書

修了証書

資格４

資格３

資格２

資格１

博士号

修士号

大学修了証書

大学卒業資格

準学＝

学士号

上号／上級修了証書

修了証脅

1980 8２ 8４ 8６ 8８ 1990 9２ 9４ 9６ 9８ 

12年生 34.5 36.3 45.0 48.7 57.6 64.0 77.1 79.9 71.3 71.6 
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オーストラリアにおける若者の「学校から仕事への移行」支援の現状と課題（１）

【安定性のなかの格差】

ただし、“豊かな,,社会における安定的な移行

パターンが維持されていたということは、その安

定性のなかに「格差」が存在しないということを

意味するわけではない。

オーストラリアの学校制度は、学校数で約７割

を占める公立学校と約３割の私立学校に大別でき

る。私立学校は、組織化された教育システムを有

して全国で開校されているカトリック系学校

(SystematicSchool）と、完全な独立学校として

の私立学校UndependentSchool)に分かれるが、

実は、後期中等教育への残留率・修了率にしても、

高等教育への進学率にしても、伝統的に“公立学

校くカトリック系学校く独立学校，，という明確な

格差構造が存在してきたのである。試みに、１９９７

年の第１２学年残留率を比較すると、公立学校

65.7％、カトリック系学校76.8％、独立学校98.8％

である。

独立学校は、主要な収入源を生徒の授業料・寄

付に依拠する学校であり（カトリック系学校の場

合には、州および連邦からの補助金がより多額に

支出されている)、生徒たちのほぼ全員が高等教

育への進学希望を持っている学校である。学校の

カリキュラムや授業内容も、（それぞれの学校ご

との独自性が強いため、一概には言えないとして

も）生徒たちが受験する中等教育修了試験に照準

を合わせたものになっている可能性も高い。

問題は、いったいいかなる社会的グループが、

子どもを独立学校またはカトリック系学校に通わ

せ、いかなるグループが公立学校に通わせている

のかという点にあることは、自ずと明らかである

つ。

Foster,ＬＥ(1987=1990;132-134頁）にしたが

えば、

若年失業率の推移

犀鴇rili1
印

①若年および成人の失業率が低水準であった

こと

②学校卒業後の男子には、強力な見習い（徒弟、

apprenticeship）制度が準備されていたこと

③逆に、既婚女性の労働力率は低かったこと

④技術需要は移民によって充足きれていたこと

⑤総じて、義務教育後の学校教育への需要が、

個人の側からも社会的にも弱かったこと

のゆえである。

単純化を覚,悟で言ってしまえば、1970年代まで

のオーストラリア社会は、農産物や鉱産物の輸出

に恵まれ（＝「ラッキー・カントリー！」)、国内

的には、労働組合の力が強固であり、労働者の賃

金水準と所得分配における平等性が、他国と比較

すれば高く維持されてきた（竹田・森編１９９８；

第３章２節)。そうした“豊かな”社会において、

人々の初婚年齢も低く（1972年の平均初婚年齢

は、男性23.3歳、女性21.4歳)、男性の伝統的な労

働者文化への同化意識と女`性の専業主婦志向も強

かった。そこでの義務教育後の教育（とりわけ大

学進学準備過程を意味した第11～12学年の後期中

等教育）は、内容的に、多くの国民の関心を惹か

なかっただけではなく、学校ルートでの業績達成

(学歴獲得）を通じて、社会的上昇をめざすとい

ったインセンテイブとしても働かなかったと理解

することができよう。

1970年代までの若者の「学校から仕事への移

行」プロセスは、こうした伝統的な経済構造と

人々の生活様式に支えられる形で、相対的には安

定的で、メリトクラテイックな要素の強くない移

行パターンを保持していたのである。

｢独立学校は、中流階級・富裕・専門的または

高級管理的背景の英国系オーストラリア人…の

顧客に奉仕する｣。

｢カトリック系の学校も同様のプロフィールを

持っている」が、「低額の授業料、または授業

７ 

1982 8７ 8８ 8９ 1990 9１ 9２ 9３ 9４ 9５ 9６ 

15-19歳 16.6 18.7 15.5 13.7 16.5 21.0 25.0 23.0 20.3 20.0 19.5 

20-24歳 10.2 11.6 1ｑ９ 7.9 10.9 14.6 16.1 16.1 13.9 1１．１ 11.9 

蜜州全体 8.3 10.3 10.9 10.5 8.9 8.4 8.7 
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科免除の小さいカトリック系の学校に子どもを

通学させるそれ程富裕でない中流家庭や労働者

階級の多くの親たちがいる｣。

｢非英国系民族」の場合、「イタリア系オースト

ラリア人は…カトリック系システムを支持して

いる」が、「中国人のような居住の長いアジア

人家庭は大部分私立システム」を支持し、「新

来の東南アジア人移住者や難民は公立システム

に入っている｣。

｢英語を話さない背景の多くの子供は……長い

期間学校に通わない」し、「通っても一般に英

国系の仲間と比較して成績が悪く、高等教育特

に大学に進む者は非常に少ない｣。

アポリジニやトレス海峡島喚民など「原住民の

青年は各レベルの教育とも参加者は非常に少な

い｣。

グループの「社会的排除（socialexclusion)」の

問題として深刻化してくるのである。

(2)1980年代以降における状況変化

第１節で概観したようなオーストラリアにおけ

る若者の「学校から仕事への移行」パターンは、

1980年代以降、劇的な変化を遂げていく。ここで

は、変化の様相と実態、変化を促した要因につい

て見ていくことにしよう。

【移行パターンの変容】

変化の様相の第一は、失業率の上昇である。先

の表「若年失業率の推移」に見られるように、こ

の時期以降の若年層（15-19歳、20-24歳）の失業

率は、成人全体をしのぐ形で上昇を続けていった。

第二は、就学率の上昇。先にも見たように、政

策的な後押しもあって、この時期以降、義務教育

後の第11～１２学年への残留率は、飛躍的に上昇し

ていく。同時に、高等教育への進学率も伸びていっ

た。この国における高等教育の学生数は、1951年

には約31,700人であったが､1987年には約393,000

人、2000年には約695,000人に上っている(Cf杉本

2004；ｐ､223)。半世紀の間に20倍以上に膨張して

いるわけであるが、とりわけ'980年代後半以降に

おける増加率の高さがうかがわれよう。

これには、1980年代後半の教育政策が、それ以

前は大学セクターと非大学セクター（高等教育カ

レッジ、ＣＡＥ；CollegesofAdvancedEduca‐

tion）との二元的システムであった高等教育制度

を「一元的システム」に転換していく政策（ドー

キンズ改革）を実施したことの影響が大きい。し

かし、背景にあるのは、「オーストラリア経済が、

ポスト産業社会段階へと移行するにつれて、高等

教育は、新しい大衆教育Onasseducation)セクタ

ーとなり、義務教育後の教育は、オーストラリアの

若者にとっての規範hlorm)となった」（Ｗｙｎ２００４

;pp3-4）という構造的な要因である。

第三は、就業形態の変化、端的に言って、フル

タイム雇用の減少と、パートタイム雇用や臨時雇

用（casualemployment、この就業形態のオース

こうした意味で、オーストラリアの学校制度に

は、社会階層、人種・民族、宗教的・文化的背景、

(そして、上には記されていないが）性別や居住

地域によって、より“卓越的な”学校へのアクセ

スという点での構造的な格差（不平等）が存在し

てきたのである。もちろん、多文化主義を国是と

するこの国において、連邦や地方政府は、こうし

た状況をただ放置してきたわけではない。先住民

教育や言語教育、遠隔地教育などに力点を置く教

育政策も展開されてきた（Ｃｆ石附・笹森編

2001；第６章）のであるが、現実は、社会的格

差・不平等を教育によって改善しようとする試み

の限界を示していたと見ることもできよう。

ただ、こうした格差構造は、早期に雛学する生

徒（earlyschool-leaver）を含めた若者の「学校

から仕事への移行」が、学校制度のメリトクラテ

ィックな機能を“肥大化”させずに、それなりに

安定的かつ円滑に遂行されていた1970年代まで

は、深刻な社会問題にはならずに済んできたとい

う側面がある。逆に言えば、状況変化によって、

若者の「学校から仕事への移行」プロセスに困難

が見えはじめた1980年代以降には、後に見るよう

に、こうした構造的格差の問題が、相対的な弱者
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オーストラリアにおける若者の「学校から仕事への移行」支援の現状と課題（１）

不安定雇用といったリスクが待ちかまえるように

なった。逆に言えば、「学校から仕事への移行」

の困難化・不安定化の状況が、誰の目にも明らか

になってきたからこそ、可能な限りそうした困難

やリスクを避けるという目的が、若者たちの就学

や進学への意欲にインセンティブを与えてきたと

見ることもできよう。

トラリア労働界における地位については、労働政

策研究・研修機構2005b、を参照）の劇的な増加

である（Ｃｆ海外職業訓練協会2003)。

1980年代以降、オーストラリアにおける臨時労

働者（casualworker）は驚異的に増大しており、

臨時労働者の雇用全体に占める割合は、1982年に

おける13.3％から1989年には20％に、2000年には

27.3％を構成するに至っている（Cf・労働政策研

究・研修機構2005ｂ；ｐ､74-75)。臨時労働者の多

くは、男性よりも女性であり、年配者よりも若年

者である点に注意しなくてはいけない。また、パ

ートタイム雇用については、そのうちの一定の割

合に在学生が含まれているので注意が必要である

が、下表には、（ABS２００７；ｐ20）を基にして、

フルタイムの教育を受けていない15-19歳の若者

の、①雇用者中に占めるフルタイム雇用／②パー

トタイム雇用の比率、および③失業率（2006年）

を算出してみた。

【変化を促した要因】

では、若者の「学校から仕事への移行」プロセ

スのこうした変容を促したのは、いったいいかな

る要因だったのか。

確認しておくべきは、若者の「移行」パターン

の転換は、オーストラリア－国においてのみ起こ

った事態ではなく、アメリカやヨーロッパをはじ

めとする先進諸国に共通の（時期的には遅れたが、

日本も例外ではない）状況であるという点である。

1970年代の二度の石油ショックを契機として、先

進諸国の経済は、それ以前の成長路線に陰りを見

せはじめ、景気後退とインフレが同時進行する、

いわゆるスタグフレーションに悩まされることに

なった。長引く不況のなかで、失業率もじりじり

と上昇を続け、国家財政の膨張にも限界が見えは

じめた。

こうした状況下において、アメリカや英国の保

守政権が先頭になって断行したのが、戦後の“繁

栄，，を形成してきた従来のケインズ主義的な経済

政策、そして福祉国家体制からの決別をめざした

新自由主義的な社会構造改革であった。国家によ

る規制を撤廃し、市場原理に基づく競争主義を徹

底することで、「競争力」のある経済を再生し、

社会全体の活性化を促していくというのが、新自

由主義のシナリオであったが、それは裏を返せば、

医療、福祉、社会保障、教育、労働等の領域にお

ける平等主義的な公的保障の枠組みを壊し、社会

階層的な格差を拡大させることを意味していた。

また、「競争力」という指標での国内産業の再編

(場合によっては、空洞化）をすすめることは、

国民生活に対して甚大で、深刻な影響を与えるこ

とになった。1990年代以降に急展開したグローバ

15-19歳のフルタイム／パートタイム

雇用率、失業率

パートタイム

■口752％２４Ｍ156％
￣ヨ６００％400％Ｐｒｍ
計690％310％ＦＨＢ■

最もハンディキャップを負っていると思われる

この「15-19歳」グループを見れば、失業率が高

水準にあるだけではなく、雇用への移行を果たし

た場合にも、パートタイム雇用の率が有意に高い

ことがわかるだろう。

以上のような変化の結果、若者たちの生活世界

に起きたことは、1970年代までの「学校から仕事

への移行」パターンからの離脱であり、その安定

性の崩壊にほかならない。若者たちは、より多く

の期間を教育制度において過ごすようになった

が、にもかからず、学校教育の出口には、失業や

雇用

フルタイム パートタイム

失業率

男 752％ 24.8％ 15.6％ 

女 600％ 40.0％ 20.4％ 

計 69.0％ ３１０％ １７．４％ 
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リゼーションとグローバル経済市場の成長が、こ

うした新自由主義改革を加速させるものであった

点は指摘するまでもないだろう。

通常は「保守革命」と称されることの多い、こ

うした新自由主義改革に「保守政権ではなく（労

働党による－引用者）革新政権が『大鉈」を振

るった」というのが、オーストラリアの場合のや

や「異様な光景」（越智２００５；ｐ,52）であったが、

しかし、1980年代以降の歴代政権（保守党に政権

交代して以降も）は、新自由主義改革のシナリオ

に沿って、国内産業の再編促進（製造業からサー

ビス産業、情報産業へ)、労働組合の力を弱体化

させる労働市場改革、無償制の原則を撤廃した高

等教育改革、職業教育および職業能力開発のテコ

入れ政策、「ワークフェア（workfare;welfareto

work)」の原則（cfHandler2004、山田2007）

に基づく社会福祉改革、等を精力的に展開してき

た。Mackay（2007；ｐ､7）に言わせれば､それは

｢革新」と呼ぶよりは「革命」という言葉の方が

ふさわしい大変化であった。

一連の改革の結果、確かに、景気の回復と経済

成長の維持、インフレと失業率のある程度までの

抑制といったプラスの改革効果も生まれたが、格

差拡大を容認する競争主義的な新自由主義改革が

生み落とす諸矛盾は、確実にオーストラリア社会

の隅々に、とりわけ社会のメインストリームから

離れた弱い部分に集中的に蓄積されることになっ

た点を看過するわけにはいかない。

また、この間、オーストラリア社会における女

性の社会進出と「労働力」化の傾向も急速に進ん

できた（Ｃｆ竹田・森１９９８；Ｐ100以下。左下グラ

フは、女性の年齢階級別就業率の年次変化を見た

もの。内閣府２００７；ｐ､20）が、この点も、女性や

若年層における失業率の高さや不安定雇用（パー

トタイム雇用や臨時雇用）の増大を後押ししたと

見ることもできる。

実際、この20年来、先進諸国における新自由主

義改革の推進を勧告し続けてきたＯＥＣＤでさえ、

｢多くのＯＥＣＤ諸国において失業の上昇傾向は鈍

化した、あるいは低下傾向に転じた」「就業率お

よび労働力参加率も上昇しつつある」としながら

も、しかし「若年者および低学歴者はこの限りで

はない」（OECD2006=2007;ｐ2021）と認めざる

をえないのが、オーストラリアを含む各国の現実

なのである。

こうした社会変化や産業構造の転換、そして政

策的要因に基づいて、この国の若者たちの「学校

から仕事への移行」パターンは、困難化・不安定

化する方向に劇的に変化した。

【長期化・困難化・不安定化・複雑化】

若者たちの「移行」パターンの変容は、以下の

ような特徴を持つものとして把握することができ

るだろう。

①長期化

学校から仕事の世界へと移行するまでの期間

が長くなった。政策的誘導の結果でもあるが、

学校制度の「出口」の状況悪化は、多くの若者

たちに、義務教育後もできるだけ学校にとどま

らせ、より優位な条件で雇用にアクセスするた

めの高等教育進学を促進する要因となった。

②困難化

若年失業率の上昇が端的に示すように、学校

から仕事の世界に漕ぎ出ること、就業すること

じたいが容易なことではなくなった。

③不安定化

パートタイム雇用や臨時雇用の多くが、若者

と女性によって占められているように、「学校

から仕事への移行」を果たした若者の場合にも、

女性の年齢階級別就業率

(％）オーストラリア（女性）０
０
０
０
０
０
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オーストラリアにおける若者の「学校から仕事への移行」支援の現状と課題（１）

ろ者とのあいだに、大きな裂け目が発生した」

(Ｗｙｎ２００４；ｐ２）のである。

「オーストラリアでは2001年時点で、15-19歳の

31％はフルタイムの就学をしていない。15.1％は

就学もしていないし、パートタイムの雇用もされ

ていない。彼らは失業中であるか、求職活動にも

従事していない｡」（ibid.）日本の「ニート」統計

は、失業者を除外するという定義上の問題性を抱

えているため（Ｃｆ児美川2005)、同列に扱うこと

はできないが、英国流のWEET”と同義の若年

者の層が、これだけの割合で存在しており、オー

ストラリアにおいても「リスク状態（atrisk)」に

ある若年層として把握されている。高等教育に関

しては、「下層の社会・経済的背景のオーストラ

リア人は、中流および上層の社会・経済的背景の

者に比ぺて、その半数も高等教育に参加していな

い」（Ｗｙｎ２００４；ｐ３）のが現状にほかならない。

｢移行」後の世界はきわめて不安定な状態であ

ることが少なくなくなった。

④複雑化

若者たちの「学校から仕事への移行」プロセ

スが、直線的なものではなくなった（non-lin‐

ear)。若者たちは、在学中からパートタイム雇

用あるいは臨時雇用という形で就業している

が、学校卒業後にも、正規雇用一パートタイム

雇用・臨時雇用一就学のあいだを行きつ戻りつ

するような経路を歩むものが少なくない（Ｃｆヴ

ィクトリア州でのパネル調査として、Dwyer

et.a1.2003)。「学校から仕事への移行」プロセ

スの「長期化」は、こうした非直線的なキャリ

アを歩む若者が、最終的な落ち着き所を見つけ

るまでの期間が長くなっていることを示すもの

でもある。

①～④の特徴は、単独で成立しているというよ

りは、相互に規定関係をなす構造を形成しており、

現在の若者たちが直面する深刻な状況、社会のメ

インストリームへの参入を阻まれた「周辺化

(maginalisation)」（Ｗｙｎ＆Whitel997;ch6）状

況を表象しているわけである。

ただし、看過されてならないは、こうした若者

の「学校から仕事への移行」プロセスの長期化・

困難化・不安定化・複雑化といった特徴的様相

は、オーストラリアのすべての若者たちを等しく

襲ったわけではないという点にある。すでに1970

年代までの安定期な「学校から仕事への移行」パ

ターンが機能していた時期においても、そこには

社会階層、人種・民族、宗教的・文化的背景、`性

別、居住地域等による格差が存在していたことは、

第１節で指摘したとおりである。こうした格差は、

若者をめぐる状況全体が悪化した1980年代以降に

おいては、より顕在化し、顕著に拡大したと言わ

なくてはならない。言うなれば、「中流の消滅(｡is‐

appearingmiddle)」（Watson2003;ｐ､１８）という

現象が顕在化し、「ニューエコノミーの世界を成

功裏に漕ぎ渡っていく者と、ニューエコノミーに

とっての“主要な危険”として、それに翻弄され

３「移行」支援策の全体的スキーム

(1)「若者政策」の慨観

見てきたような若者の「学校から仕事への移行」

パターンの転換、端的に「移行」プロセスの困難

化に対して、連邦政府および地方政府は、どのよ

うな政策的対応をとってきたのだろうか。労働政

策、福祉政策、教育政策等の領域にわたる包括的

な「若者政策（youthpolicy)」が展開されてきた

わけであるが、ここではまず、教育政策を除く若

者政策の概要について、ごく簡単に押さえておく。

【基本方針】

オーストラリア連邦政府において、若者政策を

管轄するのは、雇用・訓練・教育・青少年問題省

(DepartmentofEmploymentEducatio､,Train‐ 

ingandYouthAffairs）であるが、同省は、１９９６

年に若者政策についての基本方針（DEETY

l996）を定めている。そこでは、以下のような若

者政策の重点目標が掲げられている（Cfｈｔｔｐ：／／

ｗｗｗ､destgov・au/archive/publications/budget

/budget96/budgeLstatement/youthsthtm)。

1１ 
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①若者に対して、経済政策や産業政策等を通じ

て、雇用の機会を増やすこと

②新しい見習い（apprenticeship）制度や訓練

生（traineeship）制度等を通じて、若者に仕

事とキャリアへの経路を提供すること

③若者に、義務教育終了後にも学校に残留させ、

中等教育修了資格を得させるように学校改革

をすすめること

④高等教育セクターへのアクセスの拡大と公正

を実現すること

⑤教育・訓練を、若者や雇用者のニーズに沿っ

たものに改善すること

⑥先住民のための教育を改善すること

⑦若年のホームレスに対する就労・教育・訓練

の支援、手当支給を行うこと

｢新しい見習い制度（NewApprenticeships)」事

業と呼ばれる（現在では、AustralianAppren‐

ticeshiopに名称変更）実習制度は、そのうちでも

規模の大きいものであり、主に自動車整備、電気

工事、理容・美容などの熟練を要する職種分野で、

若者が「見習い」として就業しながら職業技術を

修得することをめざしている。雇用者には、若者

に支払う賃金の一部が連邦政府から助成される仕

組みである。

日本で言えば、「トライアル雇用」に相当する

ものと言えなくもないが、実習期間がはるかに長

く、現在では500種類以上の職業資格と結びつき

ながら、４０万3600人の見習い生が、企業等での

OJTとＴＡＦＥ等でのOff-JTを通じて職業訓練に

従事するという規模を誇っている（http://www・

australianapprenticeshipsgov・au/Cf海外職業訓

練協会２００２；ｐ､135以下)。また、教育方法に関し

ては、「コンピテンシー準拠（competency-bas‐

ed)」と言われる方法が、連邦の意向として採用

されるようになっており、教育効果の向上が期待

されている（cfSmithl999)。

1970年代までの伝統的な見習い制度は、製造業

の衰退によって打撃を受けることになったが、政

府による「新たらしい見習い制度」は、対象とな

る受け入れ企業や産業分野を拡大しつつ、その再

生を図ろうとするものとも言えよう。

⑥は、オーストラリア社会に特殊なニーズであ

り、③④は、教育政策として展開される課題であ

る。教育制度領域での取り組みを除く若者政策の

枠組みとしては、雇用機会の拡大を求める①が掲

げられているとしても、基本的には、1980年代以

降の社会・産業構造の転換、そこでの労働市場の

変容を動かすことのできない与件として、②⑤⑦

に見られるように、一定のセーフテイネットを張

りながら、若者たちの教育・訓練を強化すること

で、事態に対処していこうとする方向性が見える

くるだろう。

こうした重点目標のもとに展開されてきた主要

な具体的施策には、次のようなものがある。

【職業紹介・キャリアガイダンス等の充実】

若者たちが就業に際して、必要な情報にアクセ

スできるようにするための手段や拠点の拡大・整

備も、若者政策の一環として展開されてきた。若

年に関する就業関連情報の総合窓口の設置、イン

ターネットを通じた若者'情報の総合サイト（The

Source）の開設などが行われてきた。

また、学校段階からの「移行」支援のためのキ

ャリアガイダンスの取り組みとして、オーストラ

リア・キャリアアドバイザー協会（ＡＮＩＣＡ；

AustralianNetworkoflndustryCareersAdvis-

ers）の活動や、後期中等教育に在学中の「ａｔ

risk」状態の生徒を主要な対象として、職業への

【職業訓練の充実とジョブ・マッチングの改善】

若者政策の一つの柱は、後に論ずるように、変

化した経済状況に対応した、若者たちの職業能力

開発をすすめるための就学率（義務教育終了後の

残留、中等教育の修了、高等教育機関への進学）

の向上政策にあったが、実際には、若者たちの就

学率の上昇には限界もあった。そこで、比較的早

いうちから学校を離れる若者たち（earlyschooL

leaver）を対象として、就業に必要な実践的能力

を修得させるための機会の提供が行われてきた。
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オーストラリアにおける若者の「学校から仕事への移行」支援の現状と課題（１）

営化に伴う弊害の発生のため、制度的な手直しも

行われており（Ｃｆ日本労働研究機構1999)、慎重

な評価が必要であることは言うまでもないが、コ

ミュニティに位置する就業支援サービスの拠点

が、民営化に伴って約300から約1400へと増加し

たことも事実である。

移行支援をすすめる「JobPathways」プログラ

ム（現在では、YouthPathwaysProgrammeに

名称変更）が実施されている。

後者のプログラムは、後に紹介する若年失業者

への対策とも関連して、失業をはじめとして、卒

業後の困難が予想される層への予防的支援を企図

したものと理解することができる。対象者には、

第12学年以前に雛学した者も含まれ、継続就学、

職業教育・訓練、キャリアガイダンス、就業等に

ついて、１対１の継続的なアドバイスや援助が提

供される。上記のＡＮＩＣＡのアドバイザーが、コ

ミュニティ・ベースでこうした支援体制の一角に

参加しているわけである。（具体的なプログラム

については、概ね下表のようなガイドラインが詳

細に設定されている。ｃｆＤＥＳＴ２００７）

なお、この分野における政策展開としては、

1998年より、従来は連邦政府所轄の職業安定所

(CommonwealthEmploymentService）が行って

いた職業紹介・斡旋等の就業支援サービスを、大

幅に民営化（Job-networkに参加する民間の職業

紹介事業者に委託）したことが知られている。民

【若年失業者への支援】

若者政策のもうひとつの柱は、若年失業者に対

する「移行」支援である。オーストラリアでは、

16～24歳で収入が一定額以下の者（21歳以上の者

で、一般の「失業手当（NewstartAllowance)」

等の社会保障給付の対象となる者を除く）に対し

ては、連邦政府から「若者手当（YouthAllo‐

wance)」が支給されている。若者手当は、在学・

就業・訓練参加等の若者の状態のいかんにかかわ

らず、収入が－定額以下であることを条件に支給

されるもので、支給額も、年齢、親と同居かどう

か、結婚か未婚か、子供がいるかどうか等で異な

っている。例えば、親元を離れた18歳以上の若者

には、現在、２週間あたり約348豪ドル（執筆時

YouthpathwaysProgrammeが提供するサービスのモデル

1３ 

プログラムの段階 主な内容 記録、検査等

Ｉアセスメント

1対１の面接により

･参加者のリスクの段階や障害を判定して、

プログラムへの資格要件を判断する

.「移行」プランを作成して、目標を設定。

そのための戦略、必要とする支援等を決定

する

･参加者は「SenseofSelf」検査を受ける

.検査結果および、この段階で判明した陣

害は、「TRNSIT」（支援用の個人ファイル。

政府によってデータベース化されている）

に記録される

Ⅱ支援

･参加者は最低６時間（最大４週間以内）

の１対１の面接を受ける（ケースにとって

有効な場合には、グループ面談もある）

･参加者は最低でも２週間に一度、面接以

外の電話やメール等の手段で、支援者に．

ンタクトを取ることが義務づけられる

･参加者の状況や「移行」プランへの同意

が「TRNS1T」に記録される

Ⅲ継続的サポートとガイダンス

･参加者は、個人のニーズに応じて（最低

でも４週間に１度以上）支援者と、１対１

の面接、電話相談、メール相談等の手段で

支援者とコンタクトを取る

･必要な情報が、「TRNSIT」に記録される

.プログラムの修了に当たって、参加者は

｢終了」検査を受ける

・終了後３～６ヶ月以内に、参加者は

｢PostDestination」検査を受ける。二つの

検査結果は、「TRNSIT」に記録される

困難を抱えた、あるいは必要なニーズのある参加者は、１回目のプログラムの終了後、再度、プログラムに参加することもでき

る。その場合には、Ｉの「再アセスメント」からスタートする
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点でのＡＵＤＪＰＮ＝100前後）が支給されている

(http://www､centrelinkgov.au/internet/intern‐ 

etnsf/payments/pay-how-ya1.ht、)。それなり

の額であり、若者手当が、失業に限らず、若者た

ち全般に一定水準以上の生活を保障するための施

策であることがわかる。

ただし、オーストラリアでは｢相互義務（mutu‐

alobligationinitiative）と呼ばれる規定が制度化

されており、１８歳～49歳で、若者手当または失業

手当の給付を６ヶ月以上受けている者は、求職活

動や職業訓練への参加、あるいは「WorkfOrthe

Dole」事業（失業中の若者等が、文化・歴史遺産

の管理、環境美化、コミュニティ福祉サービス、

観光・スポーツ施設の運営、コミュニティ施設の

保守修繕など、コミュニティにとって有益な活動

に従事する）や「緑の部隊（GreenCorps)」事業

(１７～20歳の若者が、植林や雑草除去など様々な

環境保護の分野のボランティア活動に参加する）

等の、連邦政府が認める一定の活動に従事するこ

とが義務づけられている。

相互義務の規定は、単純化してしまえば、「ワ

ークフェア」の考え方に基づく若年支援策であり

(Ｃｆ堀2005)、若者たちを無活動状態のままには

留めおかない、「労働」（準備やボランティア活動

への参加も含めて）への参加と引き換えに「保障」

を与えるものと理解することができよう。

育終了後の教育と職業訓練を拡大すること

②教育と職業訓練の経済的目的を強調すること

③若年失業問題への対策として、基礎教育（mi

tialeducation）と職業訓練への参加を拡大す

ること

こうした政策目標が収jiiiしていく先は、より端

的に言えば、「教育プログラムカミオーストラリア

経済の国際的な競争力を支える」（Wyn2004;p､2）

ものとなるという目標にほかならない。

｢特定の性向と知識を持ち合わせ、オーストラ

リア経済に貢献するとともに、その国際的な競

争力を確かなものとしてくれる労働者をどう養

成するかという点に、改革のアジェンダが焦点

づけられた」（ibidj

ということである。

「エンプロイアピリテイという至上命題（Ｅｍ‐

ployabilitylmperative)」（Wiseman＆Alromi

2006）－この卓抜な表現が端的に示唆するよう

に、グローバル経済競争の展開と「知識社会」化

の進行を前提として、国家がその戦略的プロジェ

クトとして国民の労働力向上のための教育改革に

乗り出すという構図は、1990年代以降、先進諸国

ではどこにおいても見ることのできる光景であっ

た。ＯＥＣＤ（2006=2007;p・'76177）が指摘するよ

うに、そのための「最も一般的な戦略は、職業訓

練の強化」である。オーストラリアは、この10年

ほどのあいだに顕著に、学校制度の内外における

職業教育・訓練の「急速な普及がみられ」た国の

ひとつと見なされている。

学校における職業教育・訓練の具体的施策は、

Barnet＆Ｒｙａｎ（2005；ｐ､15）の整理によれば、

以下のようなプログラム群で成立している。

(2)教育政策の展開

では、以上のような若者政策と連携するはずの

1980年代以降の教育政策は、いかなる展開を見せ

たのだろうか。

【政策方針】

Ｋeating（2006）は、1980年代以降にオースト

ラリア連邦政府および地方政府によって進められ

た教育改革は、経済政策に強く影響されたもので

あるとして、その「教義」を以下のように整理し

ている（ibid.;ｐ､61)。

①職業学習（vocationallearning）

②学校におけるＶＥＴ（職業教育訓練）

③学校を基盤とした「新しい見習い制度」

④仕事体験（workexperience）①経済の技術的基盤を強化するために、義務教
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オーストラリアにおける若者の「学校から仕事への移行」支援の現状と課題（１）

⑤｢構造化された聯易学習（structuredwork‐

placelearning)」

シラバスに、職業学習の一部が取り入れられてい

る場合もあるし、教科横断的な取り組みとして行

われる場合もある。オーストラリアでは、州ごと

に教育課程の枠組みの標準が定められているた

め、職業学習への取り組みも、それに応じて多様

な形が存在するわけである。

ただし、共通するのは、初等・中等教育におけ

る職業学習への取り組みは、既存のカリキュラム

の再編を通じて行われてきたという点である。そ

れ以前であれば、学校教育における職業学習のメ

インは、個別の学校がイニシャティブを持って取

り組む、きちんと制度化されているとは言えない

職場体験か職場訪問の試みであった。こう理解し

てよければ、いわば単発のイベント（学校行事）

的な位置づけであった。それが、現在では学校の

カリキュラム全体のなかに“溶け込む”ようにな

ってきたわけである。

その意味では、職業学習の導入は、従来の学校

カリキュラムがアカデミック教科に偏重してきた

ことを改善する取り組みでもあり、生徒たちの義

務教育終了後の残留率の向上にも貢献してきたと

理解することができる（cfSpring＆Syrmas

2002,伊井2004)。

学校における職業教育・訓練についてのこうし

たプログラム全体を通じて、中等教育段階までの

職業教育を充実させ、生徒たちのその後の進路と

して、さらに大学における専門教育、あるいは

TAFE等の高等教育機関あるいは職業訓練機関に

おける職業訓練の機会へとつないでいくこと－

これが、オーストラリアにおける教育を通じた労

働力の強化戦略にほかならない。

学校段階からの手厚い職業教育・訓練を通じ

て、若者たちの「学校から仕事への移行」プロセ

スを円滑にすることが、いわばメインストリーム

として想定されているとすれば、第１節で見た若

者政策は、このルートを充実・整備するためのキ

ャリアガイダンスやキャリアサービスの提供であ

り、あるいは、ルートから離脱した若者や離脱し

そうな若者に対するルート上への復帰のための支

援策であると理解することもできるだろう。

以下では、学校教育の内部での職業教育・訓練

のプログラムについて、もう少し詳しく見ておく。

【職業学習】

職業学習は、職業教育プログラムのなかで最も

広い概念である。Spring＆Ｓｙｒｍａｓ（2002；ｐ９）

によれば、「職業学習」とは、

【学校におけるVET】

学校におけるＶＥＴプログラムは、第11学年およ

び第12学年の生徒が履修できるもので、「全国職

業訓練フレームワーク（NationalTrainingFrame‐

work、職業訓練の質的保障を全国的に統一するた

めに、連邦政府と地方政府のあいだで取り決めら

れている協定)」の規定に沿って行われる。

プログラムを修了すれば、「オーストラリア資

格フレームワーク（AustralianQualifications

Framework)」に基づき、中等教育修了資格およ

び職業資格を得ることができる。この二重性は、

生徒たちに、中等教育の修了を認定すると同時に、

卒業後、ＴＡＦＥ等においてより高度な職業資格に

挑戦することを可能にするための工夫でもある。

現在では、学校におけるＶＥＴは、職場体験を含む

プログラムであることが多くなっている。第11～

｢生徒が、仕事の世界について幅広く理解し、

仕事をめぐる多様な範囲の環境に関連した知

識、スキル、能力、態度を発達させることがで

きるようにすることをめざした一般的学習であ

る」

とされる。学習内容としては、職業理解や職業`情

報の探求、企業的教育（enterpriseeducation）や

キャリアガイダンス、コミュニティを基盤とした

学習（community-basedlearning）等、幅広い内

容を含んでいる。学校での学習の展開の仕方は、

社会科や保健・体育、情報技術といった各教科の
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12学年の生徒たちのうち、ＶＥＴプログラムを履修

する者は、1996年には15％程度であったが、２００３

年にはほぼ50％にまで拡大している（cfAnle-

zarketaL2006)。また、学校におけるＶＥＴは、高

等教育機関におけるＶＥＴを含めたすべてのＶＥＴ

資格のうちの約１２％を占めるに至っている（cf

Spring＆Syrmas2002)。

ＶＥＴプログラムの種類は、それぞれの地域の産

業構造とも関連して、多種な産業や職種に対応し

た職業的スキルや知識を学ぶコースが用意されて

いるが、近年、生徒たちに人気の高いのは、「観

光とホスピタリティ」「ビジネスと一般事務」「コ

ンピューター」「一般的な教育・訓練」の各コー

スである（この４領域で、全参加者の60％超を占

めている。cfBarnett＆Ｒｙａｎ２００５；ｐ､23,伊井

2004)。

なお、学校におけるＶＥＴを理解するうえでは、

注意しておくべきことが、二点ある。

第一は、1990年代以降の連邦政府の政策指針と

なってきたことであるが（cfAECRC1991)、

VETを通じた職業教育・訓練においては、生徒た

ちが、特定の職業と密接に結びついたスキルを習

得することよりも、より汎用性の高い一般的・基

礎的なスキルを習得できるように配慮されている

という点である。言わば、「職業教育・訓練」の

概念の拡大が、めざされているのである。「転移

可能なスキル（genericskills)」をめぐる議論が

示唆するように、

そうであれば、「職業教育・訓練」概念の拡張も、

伝統的な職業訓練の世界で`慣れ親しまれたそれか

ら、産業構造転換と「知識社会」化への対応を見

据えたものへの拡大であることは明らかであろ

う。

第二は、「アデレード宣言」（MCEETYA1999）

や「学校における職業教育の新しい枠組み（New

FrameworkfOrVocationalEducationmSchools)」

(MCEETYA2001）において明示されたことであ

るが、学校におけるＶＥＴプログラムの実施におい

ては、キャリア教育や企業的教育（enterprise

education)、職業準備学習やコミュニティ学習等、

より幅広い観点からの職業学習とＶＥＴとを組み合

わせて実施することが推奨されているということ

である。こうした組み合わせを持った教育が、

｢学校のカリキュラムを、より生徒の将来の職業

生活との関連`性の強いものとし、学校とコミュニ

ティとの強い連携をつくる」（Barnett＆Ryan

2005;ｐ,16）ことがめざされている。

【学校を基盤とした「新しい見習い制度｣】

学校におけるＶＥＴを実施している中等教育機関

に在籍する第１１学年以上の生徒は、ＶＥＴ科目や

VETコースを履修することができるが、ＶＥＴの

枠組みのもとで、「学校を基盤とした新しい見習

い制度（school-basedNewApprenticeship)」に

参加することも可能である。見習い制度に参加し

た場合、通常のVETプログラムとの違いは、見習

い生として、仕事に従事しながらＯＪＴを受けるこ

とが必修となる（一定の賃金も支払われる）点で

ある。

ＡＮＴＡ（2002;pll）を参考にして整理すれば、

学校を基盤とした「新しい見習い制度」では、

｢今日のキャリア教育は、生徒たちに、労働

市場のニーズに合うような特定の技術的な能

力を提供しようとするよりも、一般的なエン

プロイアビリティのためのスキルを強調す

る。技術的なスキルとは違って、批判的思考、

問題解決、変化への肯定的態度といったエン

プロイアビリティのためのスキルは、仕事限

定的ではなく、全産業にまたがり、すべての

仕事のレベルを横断する傾向がある｡」（Hys‐

lop-Magison2005；ｐ､68） 

①生徒は、学校と仕事と職業訓練に参加するこ

とが求められる。

②産業界の「アワード」（＝「労働裁判所によ

って決定され、公式文書化された、組合員の

労働条件や賃金等を規定した裁定」海外職業

訓練協会２００２；61-62頁）または合意とリン
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オーストラリアにおける若者の「学校から仕事への移行」支援の現状と課題（１）

⑤OJTおよびOff-JTの成果は、後期中等学校

の証明および産業によって認定された資格取

得に貢献する。

⑥上記の目的のため、プログラムは、定められ

た認証機関による認証を受けている。

クした、訓練契約が結ばれる。

③生徒は、資格をもつ職業訓練期間によって提

供される職業訓練を受ける。

④生徒は、中等教育修了資格とVET資格を取得

することができる。

といった特徴を認めることができる。

教育、雇用、訓練の領域にまたがる制度である

ために、「予想外に複雑」といった声もあり、参

加者が格段に広がっているというわけではない。

ただし、州によって、あるいは産業分野によって

は、比較的高い参加率を得ているところもある。

学校におけるＶＥＴプログラムの一環として、

｢構造化された職場学習」を必修にしているのは、

ニューサウスウエールズ州とタスマニア州のみで

ある。その他の州・直轄区では、「推奨するが、

必修ではない」といった扱いになっている（cf

Barnett＆Ｒｙａｎ２００５；pl9)。

41980年代以降の教育改革をどう評価す

るか

３では、職業教育・訓練分野の改革を中心とし

て、1980年代以降のオーストラリアにおける教育

改革の枠組みを見てきた。はたして、一連の改革

動向はどう評価されるだろうか。

もちろん、制度的枠組みや教育・訓練プログラ

ムの概要を見ただけの現段階で、この間の教育改

革についての総括的な評価を試みるなどというこ

とは、およそ無謀な企て以外の何物でもない。そ

れぞれの制度やプログラム内容についての精査を

すすめ、実態調査をも踏まえた評価・検証を試み

ていくことを今後の研究課題としたいが、ここで

は、そうした作業をすすめていくための“見取り

図"、あるいは評価・検証されるべき争点や論点

の抽出を試みておきたい。

【仕事体験】

仕事体験は、生徒が職場において行う体験学習

を指す広義の用語である。第11～１２学年の生徒の

場合には、学校におけるＶＥＴの一環として、次に

述べるような「構造化された職場学習」を行う。

学年の幼い生徒の場合には、短期間の仕事見学

(workobsecvation）か「お試し就業（tasterpla‐

cement)」を行うのが通例である。

【構造化された職場学習】

「構造化された職場学習」は、公的に制度化さ

れ、管理された職業訓練のプログラムである。通

常は、学校におけるＶＥＴの一環に組み込まれてい

る。オーストラリア在学訓練生制度基金（Ａus‐

tralianStudentTraineeshipFoundation）によ

れば、「構造化された職場学習」は、以下のよう

な点で、単純な仕事体験とは異なるものであると

されている（cfASTF1998)。
(1)後期中等教育への残留率、職業教育訓

練への参加率

第一に、後期中等教育への残留率や職業教育訓

練への参加率の上昇をどう見るかという問題があ

る。

若者たちの義務教育終了後の第11～１２学年残留

率を上昇させ、中等教育修了資格を取得させると

ともに、高等教育機関（大学あるいはＴＡＦＥ）へ

の進学か、さらなる職業訓練への参加を促進する

①職業訓練が、構造化されている。

②職場によって提供されるＯＪＴと学校等によっ

て提供されるＯｆｆ－ＪＴが、統合きれている。

③習得を求められる能力が、能力評価基準およ

びカリキュラム上で明確に特定されている。

④職場においては、能力評価基準に沿って生徒

を訓練するための職場側の監督者が選定され

ている。
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ということが、この間の政策当局の目標であった。

確かに、「2001年までには、１９歳の若者の95％に

は、第12学年（中等教育）を修了させる（あるい

は同等の資格等を取得させる)」（AECRCl991）

という連邦政府の目標は実現には至らなかった

が、しかし、1980年代以降における後期中等教育

への残留率とVET参加率は、ＯＥＣＤ（2006）も賛

辞したように、急速な、そして顕著な上昇を見せ

た。そのことを可能にしたのは、何よりも学校教

育の内部にVETを導入した制度改革である。つま

り、

加者がいるというデータがある（DEST2002；

p55)。おそらくは大学進学を希望しているであろ

う生徒が、後期中等教育の段階からVETに参加す

ることを通じて、その経験を、学校での一般教科

の学習のモチベーションの向上や将来の進路選択

に役立たせることができる、といった教育経験を

得ることの青年期教育的な意義が強調されてしか

るべきであろう。

｢学校におけるＶＥＴは、雇用に関連づけられ

た特定の能力を提供するだけではなく、生徒

たちの知識を広げ、モチベーションと自己肯

定感を高め、自己理解を深めるものでもあ

る｡」（Currie＆McCoUow2002;ｐ57）

｢生徒たちを惹きつけるのは、職場体験とい

う経験の“リアルさ，’にほかならない。理論

的な学習は、生徒たちが理論を適用すること

ができるようになって、はじめて意味を持ち

はじめる｡」（Grossel993；ｐ31）

｢すべての生徒に中等教育を修了させるという

目標において、職業学習と学校におけるＶＥＴ

は、学校システムの伝統的なアカデミックな価

値には見向きもせず、専ら仕事の世界への志向

を持っている生徒集団を引きつけ、残留させる

ための重要な手段であるとされてきた」（Bar‐

nett＆Ryan2005;ｐ､20） 

のである。それは、Williamsｏｎ＆Marsh（1999）

が指摘するように、「労働市場機会」との関連性

を強める方向での学校教育再編の試みであるが、

同時に、「生徒のニーズ」に向き合うカリキュラ

ム改革でもあったという点を看過するわけにはい

かない。

いずれにしても、1980年代以降の改革動向にお

いて、一般教育と職業教育の統合をめざす学校改

革への端緒が見えはじめてきたことは、重要な論

点となるだろう。このことは、学校制度からの早

期の雛学者が多数であるがために、職業教育訓練

の場が学校外に準備され、中等教育の学校は、大

学進学をめざす生徒向けのアカデミックなものに

とどまってきたという、オーストラリアの伝統的

な学校のあり方からすれば、明らかに大きな前進

であると言うことができる。

学校におけるVETへの参加率は、学校での学業

成績の下位者（low-achiever）の方が多いが（全

参加者の36％)、しかし、成績上位者（high‐

achiever）からも無視できない割合（13％）の参

－もちろん、長らく忘却されてきた中等学校の

改革のためには、学校文化やその社会的性格の変

更をも迫るような、より根本的な措置が必要であ

るといった批判はあるとしても、である（cfBar-

nett＆Ryan2005)。

(2)リスク化した格差

第二に、オーストラリアの学校制度においては

伝統的に、そして1980年代以降は、その問題性を

顕著に深刻化させてきた格差の構造は、一連の教

育改革の結果、改善の方向に向かっているのかど

うか、という問題があろう。

｢近年のデータが示唆するところによれば、学

校におけるＶＥＴプログラムは、もはやこれ以上

多くの若者を学校に引きつけるものとはなって

いない。むしろ、それは学校を、すでに学習の

継続を決めている生徒たちにとって、より魅力

のあるものにしている｡」（Barnett＆Ryan

2005；ｐ､4） 
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オーストラリアにおける若者の「学校から仕事への移行」支援の現状と課題（１）

｢2003年時点のオーストラリアにおいて、失業

中の男性の50％、女性の47％は中等教育を修了

していない。重要なスキルと教育の欠如こそは、

非労働力化している（あるいは周辺的な労働力

にしかならない）170万人の人々の最も重大か

つ唯一の特徴である｡」（Ｈｏｗｅ２００７；ｐ33-34）

教育の段階から就業段階までをつないで、困難を

抱える若者に対するキャリアガイダンス、職業教

育・訓練、就業支援をトータルに行うような取り

組みが整備されていることの意義は、日本におけ

る若者政策の貧弱さ（Ｃｆ児美川2005,2007）と比

較するまでもなく、特筆されるべきことであろう。

ただし、こうした点を前提としてなお言えば、

若年の困難層に対する施策は、言ってしまえば、

"自ら火を焚きつけておいて、燃えすぎた部分に

は、危ないので水を注ぐ”といった側面があるこ

とは否定できないのではないか。ニューエコノミ

ーとグローバリゼーション、知識社会への移行と

いう1980年代以降の状況に対して、連邦政府が選

択した政策は、格差拡大と国民全体の「勝者」

｢敗者」への両極化を是認しつつ、時代の波のな

かでのオーストラリア経済のパフォーマンスを維

持し、向上させようとするものであった。そのた

めの産業構造の転換であり、労働市場と労働`慣行

の改革の断行だったわけであり、教育改革は、そ

うした新しい社会像を前提として、若者たちをそ

うした社会の人材として育成すべ<行われたので

ある。端的に言って、それが伝統的に存在してい

た教育制度と労働市場をつなぐ格差構造を是正す

るどころか、かえって拡大させる効果を持つもの

であったのは明らかであろう。

確かに、仮に事態に対する批判的視点に立つと

しても、グローバル経済市場の成立を前提として、

いまある既存のシナリオとは異なる構想をどこま

でリアルに展望できるのかについては議論のある

ところであろう。少なくとも、論争的でありうる

争点として記しておくことにしたい。

(3)「職業訓練主義」をめぐる問題

第三に、職業教育・訓練の重視へと大きく傾斜

した1980年代以降の改革動向は、「職業訓練主義

(vocationalism)」と言ってもよい性格を有してい

ると思われるが、そもそもこれをどう評価したら

よいかという問題がある。

アイロニカルではあるが、かなり重要な指摘で

あろう。職業教育改革を軸とする1980年代以降の

教育改革は、確かに、若年失業率の上昇に象徴さ

れる「学校から仕事への移行」プロセスの困難化

状況に対応するものであり、若者たちの後期中等

教育への残留、職業教育・訓練への参加を向上さ

せるという効果を発揮した。そのことは、一定数

の若者に対しては、変化した労働市場と産業構造

に対応して、彼／彼女らの「移行」プロセスを円

滑にすることに役立ってきたということも想定さ

れる。しかし、そうした施策から“こぼれ落ちる，,

層の若者たちも、当然のことながら存在し続けて

きたと言わなくてはならない。そして、誰が「移

行」を成し遂げ、誰が「移行」の困難に直面した

のかという点では、オーストラリアの教育制度に

伝統的に存在してきた格差構造~端的に言え

ば、社会階層、人種・民族、宗教的・文化的背景、

性別、居住地域等による格差一一は、やはり存在

し続けている。しかも、重要なのは、1980年代以

降のオーストラリア社会と労働市場にとって、こ

うした格差は、単なる所得や生活水準の「差異」

を表すだけではなく、下層あるいは底辺にいる者

に対しては、失業や不安定就労、「生計（生存、

UveUhood)」そのものにかかわるリスク（cfWyn

J.＆White,Ｒ1997）とつねに裏腹の関係にあるも

のだということである。

もちろん、だからこそ、オーストラリアの若者

政策について概観したように、こうした困難を抱

える若年層の存在は、連邦および地方政府の若者

政策においても、教育政策においても、「ａｔrisk」

状態にある者として明確に政策的支援の対象に特

定されている。すでに紹介した「JobPathways

(YouthPathways)」プログラムのように、学校 ｢現在普及しつつあるキャリア教育のプログラ
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ムは、実際には、生徒たちに、現実に浸透しつ

つある社会、経済、労働市場の変化した状況を、

ただ無批判に受け入れることを促しているだけ

である｡」（Hyslop-Magison2005；ｐ､63）

肯定する立場からも、オーストラリアの学校にお

けるＶＥＴは、「生徒たちに、限定された職種につ

いてのみ深く探求させている」（OECD2002;ｐ７）

という点で、狭すぎるとする指摘もある。Ｇhost

(2002）によれば、つねに変化している職場にお

いて、雇用者たちが求めているのは、一方では

｢基礎的なアカデミックなスキル」であり、他方

では「コミュニケーション能力や問題解決、計画、

組織、学習のスキル、自己コントロールカ、指導

力、起業家的スキル」（p､63）といった能力やスキ

ルであるからである。

こうした視点からの「職業訓練主義」への批判

は、明らかにオーストラリア経済のニューエコノ

ミーへの移行を前提とする立場からのものである

が、そうした前提が、いわゆるsmaUbusinessの

世界も含んで、この国の産業界の実態に即したも

のであるのかどうかについては、慎重な検討が必

要なのかもしれない（cfBmett2004)。また、ニ

ューエコノミーへの適応を企図して、教育システ

ムが「転移可能なスキル（genericskills)」の育

成を強調することは、教育達成およびその後の社

会的処遇における格差と不平等を拡大してしまう

という危’膜もありうるだろう（Ｃｆ本田)。

いずれにしても、こうした論点を意識しつつ、

1980年代以降の職業教育・訓練改革の性格をどう

見るかについては、具体的なカリキュラムや教育

実践の実態に踏み込んだうえでの検討が求められ

よう。

といった批判は、教育の本質を、「人間の潜在的

能力の全面発達」の支援という点に求め、それが、

｢能力、スキル、訓練あるいは道具的知識といっ

た狭い観点から定義されるべきではない」（White

＆Ｗｙｎ２００４；ｐ,136）とするリベラル教育やその

思想的伝統に基づく立場から繰り返し提起されて

きている。創造的で総合的、かつ批判的な知`性を

鍛えあげる教育こそが必要だというわけである。

確かに、「エンプロイアビリテイという至上命題」

(Wiseman＆Alromi2006）にひたすらに突き動

かされつつ進んできたかに見えるこの間の教育改

革を振り返るならば、こうした指摘にも頷くべき

点は少なくないように見える。リベラル教育と職

業教育の分断、シティズンシップ教育とキャリア

教育の分裂が、克服されなくてはならないという

主張（Hyslop-Magison2005）の正当性は、少な

くとも教育論として見た場合には、ほぼ疑う余地

はない。

ただし、こうした言説は、その教育論としての

理想性ゆえに、それを「都会の教育学（urban

pedagogy)」（White＆Wyn2004;pl36）である

と郷楡する指摘があるように、自らの理想の現実

的な着地点をどこに定めるのかという点では、相

当にリアリスティックな現実判断を求められるこ

とも事実である。それは例えば、現に展開されて

いる職業教育改革に問題があるからといって、教

育システムが職業教育・訓練から手を引くことを

選択すれば、そのことの負の影響を最も受けやす

いのは、結局のところ、マイノリテイや困難層と

いった社会的「弱者」であるということを想起す

れば、明らかなことであろう。

また、以上のような角度とは異なり、今日の教

育システムが２１世紀型の「知識社会」への移行や

グローバリゼーションに対応すべ〈、職業教育・

訓練へのレリヴァンスを高めるべきだという点を

(4)「移行」プロセスの社会的性格をめぐ

る問題

最後に、しばしば「ヨーヨー」（EGRIS2001）

のようだともlIiiiiえられる（－－繊細で、逆転可能

な上下運動を繰り返すという意味で)、変容した

若者たちの「学校から仕事への移行」プロセスの

性格をどう把握したらよいかという問題がある。

本稿がこれまでの論述において依拠してきたの

は、２（２）で明示したように、若者の「移行」

プロセスの変容を、長期化・困難化・不安定化・

複雑化の過程として把握するというものである。
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安定であり、資格が雇用を保障してくれるわ

けでもなく、教育は生涯続くプロセスである、

という世界しか知らない。彼らは、偶然性や

不確実性とともに生きることを学んでおり、

仕事以外の人生の関心事の周辺に自らのアイ

デンティティを構築するということも学んで

いる｡」（p9）

現象把握の視点としては、相応の妥当性を持った

ものであると考えているが、同時に、こうした見

方には一定の価値的な前提が潜んでいるというこ

とも否定しがたい。端的に言えば、長期化・困難

化・不安定化・複雑化した「移行」プロセスを問

題的な現象であると捉えるということは、反転す

れば、若者の「学校から仕事への移行」は、短期

的に決定され、容易にスムーズに、かつ安定的に

行われることが健全な状態であると把握している

ということである。

しかし、こうした意味で、「移行」プロセスの

直線性（linearity）を価値的に考えるという想定

に対しては、簡単には無視することのできない批

判が登場してきていることを看過するわけにはい

かない（cfWyn2004Riele2004)。

そうであれば、「教育と仕事は同時的であり、

(｢学校から仕事へ」といった－引用者）直線的

な経験ではなくなっている」という現実、「若者

たちが、学習と仕事のバランスをはかる必要のあ

る段階から抜け出ていくまでには、多くの時間が

かかる」（pp96-97）という現実に、まずは目を据

える必要があるというわけである。その意味で、

｢生徒たちの直線的でない（non-linear）移行は、

必ずしも『失敗」を意味するわけではない」

(Riele2004；ｐ､254）のである。

単純化を覚`悟で“意訳”すれば、状況の変化を

｢困難化」「不安定化」であると把握させてきた

"認識のメガネ”そのものを付け替える必要があ

るのであって、そうした新しい“メガネ,,で状況

を見直すならば、そこには、若者たちが多様なキ

ャリア戦略を展開しながら、状況を意味づけ直し、

大人になること（adulthood）の新しい形を模索

している姿が見えてくるはずだ、ということであ

る。もちろん、こうした見解に対しては、

｢『大人（adulthood）への移行』というター

ムは、若者は大人へのただ一度の移行を果た

すものであり、大人になるということは、明

確に定義することのできる一定の地位、つま

りは若者が到達すべき目的地であるという想

定を前提にしている。仮に、『大人への移行」

は、もっと複数的な筋道で複雑であるという

ことを認める見解においても、大人になると

いうことには、明確な指標があるという発想

を抜け出ていない｡」（Ｗｙｎ＆Whitel997；

p､96） 

要するに、「ポスト産業社会時代においては、は

っきりと新しい移行パターンが生じてきて」いる

のであり、若者たちにとっての「労働経験とキャ

リアの意味」は、それ以前の世代のものからは大

きく「変化した」（StokeSWierenga＆Wyn2003

;ｐ､96)。にもかかわらず、それを、「移行プロセス

は、直線的な軌跡（lineartarjectory）を歩むべ

きであり、教育は労働経験に先行する」といった

無邪気な想定のもとに理解しようとすることに、

そもそもの錯誤があるというのである。

｢若者が自らの履歴とキャリアのナビゲーター

であるかのようなロジックは、とりわけ若い世

代の場合には、年齢、社会階級、ジェンダー、

エスニシティ、居住地が、彼らのライフコース

や機会や選択を構造づけているという事実を、

割引して見きせてしまうことになる」（Furlong

＆ＫｅＵｙ２００５；ｐ212） 

といった批判も投げかけられている。

重要な論点であるとは思うが、若者の「学校か

ら仕事への移行」プロセスを、社会構造上の問題

としてだけではなく、彼らの生活意識やアイデン｢1970年代以降に生まれた若者は、雇用が不
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ティテイの問題とも絡めながら、成人性（大人で

あること、adulthood）の規範そのものが揺らぐ

時代（Ｃｆ児美川2006）における「大人への移行」

問題として幅広く分析していくという視点そのも

のは、若者たちのライフパターンの実態に迫るも

のとして示唆的であると言えよう。
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